
  

 

 

 

 



  

 
 

 
計画を推進していくために「鎌倉市次世代育成きらきらプラン庁内推進委員会」を設置し、庁内の

横断的組織を活用しながら、全庁的な施策の推進を図りました。 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

鎌倉市次世代育成きらきらプラン 

鎌倉市次世代育成きらきらプラン庁内推進委員会 
（全庁的な点検・評価・推進体制組織） 

市民等 

わかりやすく 
公表（毎年度）

鎌倉市次世代育成支援対策協議会

次世代育成支援対策に関し、市民や専門家等の意見

を広く反映させることを目的として、次世代育成支援

対策推進法第21条に基づき設置。 

協議会は、市長が委嘱する委員 20人以内をもって

組織。 
 
行動計画推進のためのネットワーク組織としての機

能を果たすとともに、次世代育成支援についての課題提

起や施策提案等の活動を進めていきます。 
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○ 協議会、委員会の開催 
年 月 日 協議会、委員会 

平成 18 年 ４月 28 日 第１回次世代育成きらきらプラン庁内推進委員会 

平成 18 年 ６月 21 日 第２回次世代育成きらきらプラン庁内推進委員会 

平成 18 年 ７月 ４日 第１回次世代育成支援対策協議会 

平成 18 年 ８月 25 日 第３回次世代育成きらきらプラン庁内推進委員会 

平成 19 年 ３月 13 日 第４回次世代育成きらきらプラン庁内推進委員会 

平成 19 年 ３月 28 日 第２回次世代育成支援対策協議会 

 
 
○ 市民への周知 
 発行部数 鎌倉きらきら白書（平成 17 年度次世代育成きらきらプラン推進状況報告書） 200 部 

      平成 17 年度次世代育成きらきらプラン推進状況報告書ダイジェスト版   1,100 部 

年 月 日 内容等 

平成 18 年 ７月 11 日～ 
『鎌倉きらきら白書（平成 17 年度次世代育成きらきらプラン推進

状況報告書）』公表及び意見募集 

平成 18 年 ７月 27 日 出前説明（子育てひろば ぽっけ） 

平成 18 年 ７月 28 日 出前説明（Fly２キッズ） 

平成 18 年 ７月 28 日～ 鎌倉、大船子育て支援センター等配布 

平成 18 年 ８月 １日～ 「広報かまくら」８月１日号掲載 

平成 18 年 ８月 ４日 団体別懇談会（鎌倉市保育園保護者連絡会） 

平成 18 年 ７月 19 日～ 

     ８月 ９日 

『平成 17 年度次世代育成きらきらプラン推進状況報告書 ダイジ

ェスト版』市民健康課健診等会場内配布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 18 年 10 月 28 日 市民啓発活動（パネル展示等 鎌倉女子大学にて） 

 

◆６か月児育児教室      ◆１歳児歯科育児教室 
 ７/19 大船保育園       ７/20 福祉センター 
 ７/26 深沢学習センター    ７/27 たまなわ交流センター
 ８/２ 鎌倉生涯学習センター 
 ８/９ 玉縄行政センター 
 
◆１歳６か月児健康診査    ◆３歳児健康診査 
 ７/21 たまなわ交流センター  ７/19 たまなわ交流センター
 ８/４ 鎌倉保健福祉事務所   ８/２ 鎌倉保健福祉事務所 



  

 

 

（設置及び目的） 

第１条 市民が安心して子どもを生み育てることができ、子どもが心身ともに健やかに育つことがで

きる環境を整備するための次世代育成支援対策に関し、市民や専門家等の意見を広く反映させるこ

とを目的として、次世代育成支援対策推進法（平成15年法律第120号）第21条に基づき鎌倉市次世

代育成支援対策協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

（組織） 

第２条 協議会は、市長が委嘱する委員20人以内をもって組織する。 

２ 委員は、学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。 

（委員の任期） 

第３条 委員の任期は、委嘱をした日からその年度の末日までとする。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 協議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、協議会の会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 協議会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

（会議の公開） 

第６条 協議会の会議は公開とする。ただし、委員長が公開することを不適当と認めるときはこの限

りでない。 

（事務局） 

第７条 協議会の事務局は、こどもみらい課、保育課、こども相談課及び市民健康課が担当する。 

（次世代育成団体別懇談会） 

第８条 市は、次世代育成についての意見を求めるため、事業主などが組織する地域協議会と次世代

育成団体別懇談会を実施し、必要な連携を図っていくものとする。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は別に定める。 

付 則 

この要綱は、平成16年４月12日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成17年９月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成18年４月１日から施行する。 
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◎明治学院大学 教 授 松原
マツバラ

 康
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○神奈川県立保健福祉大学 助教授 新保
シン ボ

 幸男
ユキ オ

 

鎌倉商工会議所 議 員 牧田
マキ タ

 知
チ

江子
エ コ

 

鎌倉青年会議所 理 事 兵藤
ヒョウドウ

 忠洋
タダヒロ

 

鎌倉市社会福祉協議会 常務理事 上林
カンバヤシ

 忠
タダシ

 

鎌倉保健福祉事務所 
保健福祉部 

保健福祉課長 
山
ヤマ

多
ダ

 美代子
ミ ヨ コ

 

鎌倉市民生委員児童委員協議会 主任児童委員 尾島
オジ マ

 珠
タマ

世
ヨ

 

かまくら子育て支援グループ懇談会 副代表 平野
ヒラ ノ

 佳世子
カ ヨ コ

 

鎌倉市手をつなぐ育成会 会 長 宮内
ミヤウチ

 淑
ヨシ

江
エ

 

鎌倉市保育会 会 長 冨田
トミ タ

 英雄
ヒデ オ

 

鎌倉市保育園保護者連絡会 会 長 阿部
ア ベ

 明子
アキ コ

 

鎌倉私立幼稚園協会 振興部長 森
モリ

 研
ケン

四郎
シロ ウ

 

鎌倉私立幼稚園父母の会連合会 次世代育成推進委員 堀口
ホリグチ

 佳代子
カ ヨ コ

 

鎌倉市立小学校校長会 
鎌倉市立第二小学校

校 長 
入野
イリ ノ

 裕江
ヒロ エ

 

鎌倉市ＰＴＡ連絡協議会 副会長 髙達
コウダテ

 浩美
ヒロ ミ

 

鎌倉市青少年指導員連絡協議会 副会長 小坂
コサ カ

 泰子
ヤス コ

 

市民公募委員  小林
コバヤシ

 亮子
リョウコ

 

   ◎ 委員長  ○ 副委員長   


